
八 千 代 市 産 業 振 興 基 本 条 例

（目的）

第１条　この条例は，産業の発展が地域の活性化及び市民生活の向上に寄与す

るものであることにかんがみ，産業の振興に関する基本的な事項を定めるこ

とにより，産業の健全な発展を促進することを目的とする。

（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。

⑴　事業者　市内で経済活動を行うものをいう。

⑵　産業経済団体　商工会議所，農業協同組合，商店会，工業団体その他の市

内における産業の発展に寄与する団体をいう。

（基本方針）

第３条　産業の振興は，経済的社会的環境の変化に対応した経営の向上及び改

善に向けた事業者の自助努力を基に，市，事業者，産業経済団体及び市民が

協力して推進することを基本方針とする。

２　産業の振興は，前項に規定するもののほか，商業，工業，農業及び観光に

ついては，次に掲げる方針に基づき推進するものとする。

⑴　商業については，少子高齢化社会における市民の消費生活を支えるととも

に，店舗の規模，営業形態等の違いによらず共存共栄による活性化を図る。

⑵　工業については，良好な操業環境及び就労環境の確保に努めるとともに，

産官学民の連携，新規事業の創出，技術の革新，生産性の向上等による振興

を図る。

⑶　農業については，優良農地の確保，経営の安定化，安全かつ良質な農産物

の供給及び環境にやさしい農業に努めるとともに，都市型農業の振興を図る。

⑷　観光については，観光資源の創出，観光情報の収集及び発信並びに体験型

観光の拡充に努めるとともに，交流人口の増加を図る。

（市の責務）

第４条　市は，第１条の目的を達成するため必要な産業の振興に関する施策を

推進し，その施策の実施に当たっては，国及び千葉県その他の地方公共団体

との連携並びに事業者，産業経済団体，大学等の研究機関及び市民との協働

に努めるものとする。

（事業者の役割）

第５条　事業者は，周辺の生活環境との調和並びに市民生活の安定及び安全確

保に十分配慮するとともに，自らの事業の発展に努めるものとする。

２　事業者は，産業の振興に中心的役割を果たす商工会議所，農業協同組合，

商店会，工業団体等に積極的に加入するよう努めるとともに，市及び産業経

済団体が行う産業の振興に関する事業の推進に協力するよう努めるものとす

る。



（産業経済団体の役割）

第６条　産業経済団体は，事業者の事業活動を支援するとともに，市が行う産

業の振興に関する施策の推進に協力するよう努めるものとする。

２　産業経済団体は，自らの活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるもの

とする。

（市民の役割）

第７条　市民は，産業の発展が地域社会を活性化し，市民生活の向上につなが

ることを認識し，産業の発展に協力するよう努めるものとする。

（産業振興審議会）

第８条　産業の振興を推進するため，八千代市産業振興審議会（以下「審議会」

という。）を置く。

２　審議会は，市長の諮問に応じ，産業の振興に関する事項を調査審議する。

３　審議会は，市長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。

４　委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員

の任期は，前任者の残任期間とする。

５　委員は，再任されることができる。

６　前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，

規則で定める。

附　則

（施行期日）

１　この条例は，平成２０年１１月１日から施行する。

　（八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２　八千代市特別職の職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（昭和４９

年八千代市条例第１号）の一部を次のように改正する。

　　別表第３に次のように加える。

八千代市産業振興審議会
会　長 7,５００

委　員 7,０００


